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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月10日(2016.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機と、前記遊技機での遊技を可能にする遊技用装置とを備える遊技用システムであ
って、
　前記遊技用装置は、
　　前記遊技機による所定の動作を要求する動作要求電文を送信するか当該動作要求電文
以外の電文を送信するかで異なる更新情報を含む電文を送信する電文送信手段と、
　　前記動作要求電文の送信後に電文を受信したときに、受信電文に含まれる更新情報が
前記動作要求電文に含めて送信した更新情報と一致する場合には要求承諾と判定し、不一
致の場合には要求承諾以外と判定する電文判定手段とを含み、
　　前記電文送信手段は、電文の送信順が特定可能な送信順情報を更新情報と別に各電文
に含めて送信し、
　前記遊技機は、
　　前記動作要求電文を受信したときに、要求を承諾する場合には承諾電文を送信し、要
求を拒否する場合には拒否電文を送信する応答電文送信手段を含み、
　前記応答電文送信手段は、
　　前記動作要求電文に含まれて送信されてきた更新情報を、前記承諾電文の更新情報と
して送信し、
　　前記動作要求電文に含まれて送信されてきた更新情報を所定情報で更新して得られる
情報または更新情報の更新前の情報を前記拒否電文の更新情報として送信し、
　　電文の送信順が特定可能な送信順情報を更新情報と別に各電文に含めて送信する、遊
技用システム。
【請求項２】
　遊技機での遊技を可能にするための遊技制御装置であって、
　前記遊技機による所定の動作を要求する動作要求電文を送信するか当該動作要求電文以
外の電文を送信するかで異なる更新情報を含む電文を送信する電文送信手段と、
　前記動作要求電文の送信後に電文を受信したときに、受信電文に含まれる更新情報が前
記動作要求電文に含めて送信した更新情報と一致する場合には要求承諾と判定し、不一致
の場合には要求承諾以外と判定する電文判定手段とを含み、
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　前記電文送信手段は、電文の送信順が特定可能な送信順情報を更新情報と別に各電文に
含めて送信する、遊技制御装置。
【請求項３】
　遊技を可能にするための遊技制御装置であって、
　所定の動作を要求する動作要求電文を受信したときに、要求を承諾する場合には承諾電
文を送信し、要求を拒否する場合には拒否電文を送信する応答電文送信手段を含み、
　前記応答電文送信手段は、
　　前記動作要求電文に含まれて送信されてきた更新情報を、前記承諾電文の更新情報と
して送信し、
　　前記動作要求電文に含まれて送信されてきた更新情報を所定情報で更新して得られる
情報または更新情報の更新前の情報を前記拒否電文の更新情報として送信し、
　　電文の送信順が特定可能な送信順情報を更新情報と別に各電文に含めて送信する、遊
技制御装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　（１）　本発明は、遊技機（Ｐ台２、Ｓ台２Ｓ）と、前記遊技機での遊技を可能にする
遊技用装置（ＣＵ３）とを備える遊技用システムであって、
　前記遊技用装置は、
　　前記遊技機による所定の動作（遊技玉の加算動作）を要求する動作要求電文（遊技玉
加算要求ＯＮの状態情報要求）を送信するか当該動作要求電文以外の電文を送信するかで
異なる更新情報（加算通番；遊技玉加算要求ＯＮのときには元の加算通番に＋１したもの
、遊技玉加算要求ＯＦＦのときには元の加算通番）を含む電文を送信する電文送信手段（
図９、図１０、図２５参照）と、 
　　前記動作要求電文の送信後に電文を受信したときに、受信電文に含まれる更新情報が
前記動作要求電文に含めて送信した更新情報と一致する場合には要求承諾と判定し、不一
致の場合には要求承諾以外と判定する電文判定手段（図２５；加算通番がｍ＋１であれば
要求承諾、ｍであれば要求拒否と判定）とを含み、
　前記遊技機は、
　　前記動作要求電文を受信したときに、要求を承諾する場合には承諾電文を送信し、要
求を拒否する場合には拒否電文を送信する応答電文送信手段（図９、図１０、図２５参照
）を含み、
　　前記電文送信手段は、電文の送信順が特定可能な送信順情報を更新情報と別に各電文
に含めて送信し、
　前記応答電文送信手段は、
　　前記動作要求電文に含まれて送信されてきた更新情報を、前記承諾電文の更新情報と
して送信し（図２５；要求承諾であればｍ＋１を送信）、
　　前記動作要求電文に含まれて送信されてきた更新情報を所定情報（＋１）で更新して
得られる情報または更新情報の更新前の情報を前記拒否電文の更新情報として送信し、
　　電文の送信順が特定可能な送信順情報を更新情報と別に各電文に含めて送信する（図
２５；要求拒否であればｍを送信）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
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　（２）　本発明は、遊技機（Ｐ台２、Ｓ台２Ｓ）での遊技を可能にするための遊技制御
装置（ＣＵ３またはＣＵ制御部３２３）であって、
　前記遊技機による所定の動作（遊技玉の加算動作）を要求する動作要求電文（遊技玉加
算要求ＯＮの状態情報要求）を送信するか当該動作要求電文以外の電文を送信するかで異
なる更新情報（加算通番；遊技玉加算要求ＯＮのときには元の加算通番に＋１したもの、
遊技玉加算要求ＯＦＦのときには元の加算通番）を含む電文を送信する電文送信手段（図
９、図１０、図２５参照）と、
　前記動作要求電文の送信後に電文を受信したときに、受信電文に含まれる更新情報が前
記動作要求電文に含めて送信した更新情報と一致する場合には要求承諾と判定し、不一致
の場合には要求承諾以外と判定する電文判定手段（図２５；加算通番がｍ＋１であれば要
求承諾、ｍであれば要求拒否と判定）とを含み、
　前記電文送信手段は、電文の送信順が特定可能な送信順情報を更新情報と別に各電文に
含めて送信する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　（３）　本発明は、遊技を可能にするための遊技制御装置（Ｐ台２、Ｓ台２Ｓ、または
ＳＣ３２５ｂと通信制御ＩＣ３２５ａとの間での通信制御ＩＣ３２５ａ）であって、
　所定の動作（遊技玉の加算動作）を要求する動作要求電文（遊技玉加算要求ＯＮの状態
情報要求）を受信したときに、要求を承諾する場合には承諾電文を送信し、要求を拒否す
る場合には拒否電文を送信する応答電文送信手段（図９、図１０、図２５参照）を含み、
　前記応答電文送信手段は、
　　前記動作要求電文に含まれて送信されてきた更新情報を、前記承諾電文の更新情報と
して送信し（図２５；要求承諾であればｍ＋１を送信）、
　　前記動作要求電文に含まれて送信されてきた更新情報を所定情報（＋１）で更新して
得られる情報または更新情報の更新前の情報を前記拒否電文の更新情報として送信し、
　　電文の送信順が特定可能な送信順情報を更新情報と別に各電文に含めて送信する（図
２５；要求拒否であればｍを送信）。
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